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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
大
使
公
邸
に
勤
務
す
る
公
邸
料
理
人
に
対
す
る
称
号
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
整
理
の
作
業
が
膨
大
と
な
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日
内
閣
質
衆
一
六
八
第
一
四
号
）
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
公
邸
料
理
人
の
給

与
補
助
と
し
て
は
、
在
外
公
館
長
と
公
邸
料
理
人
と
の
間
の
雇
用
契
約
の
内
容
に
よ
っ
て
、
月
額
最
大
十
六
万
円
を
支
給
で

き
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

公
用
旅
券
と
は
、
旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
お

り
、
国
の
用
務
の
た
め
外
国
に
渡
航
す
る
者
及
び
そ
の
者
が
渡
航
の
際
同
伴
し
、
又
は
渡
航
後
そ
の
所
在
地
に
呼
び
寄
せ
る

配
偶
者
、
子
又
は
使
用
人
に
対
し
、
旅
券
法
に
基
づ
い
て
発
給
さ
れ
る
旅
券
の
こ
と
で
あ
り
、
公
邸
料
理
人
に
対
し
て
は
、

同
号
に
基
づ
き
公
用
旅
券
を
発
給
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

一



公
用
旅
券
が
発
給
さ
れ
て
い
る
公
邸
料
理
人
の
数
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
現
在
、
百
三
十
四
名
で
あ
る
。
先
の
答
弁

書
（
平
成
十
九
年
十
月
十
六
日
内
閣
質
衆
一
六
八
第
七
一
号
）
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
特
命
全
権
大
使
の
公
邸
の
う
ち
、

在
イ
ン
ド
日
本
国
大
使
館
、
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
カ
ン
ボ
ジ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ス
リ
ラ
ン
カ
日
本
国

大
使
館
、
在
タ
イ
日
本
国
大
使
館
、
在
大
韓
民
国
日
本
国
大
使
館
、
在
中
華
人
民
共
和
国
日
本
国
大
使
館
、
在
パ
キ
ス
タ
ン

日
本
国
大
使
館
、
在
ブ
ル
ネ
イ
日
本
国
大
使
館
、
在
ベ
ト
ナ
ム
日
本
国
大
使
館
、
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
日
本
国
大
使
館
、
在
モ
ン

ゴ
ル
日
本
国
大
使
館
、
在
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
日
本
国
大
使
館
、
在
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
フ
ィ
ジ
ー
日
本
国
大
使
館
、
在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
、
在
カ
ナ
ダ
日
本
国
大
使
館
、

在
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
日
本
国
大
使
館
、
在
ウ
ル
グ
ア
イ
日
本
国
大
使
館
、
在
エ
ク
ア
ド
ル
日
本
国
大
使
館
、
在
キ
ュ
ー
バ
日
本

国
大
使
館
、
在
グ
ア
テ
マ
ラ
日
本
国
大
使
館
、
在
コ
ロ
ン
ビ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ジ
ャ
マ
イ
カ
日
本
国
大
使
館
、
在
チ
リ

日
本
国
大
使
館
、
在
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
日
本
国
大
使
館
、
在
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ
日
本
国
大
使
館
、
在
ニ
カ
ラ
グ
ア
日

本
国
大
使
館
、
在
パ
ナ
マ
日
本
国
大
使
館
、
在
パ
ラ
グ
ア
イ
日
本
国
大
使
館
、
在
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
国
大
使
館
、
在
ペ
ル
ー
日

本
国
大
使
館
、
在
メ
キ
シ
コ
日
本
国
大
使
館
、
在
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
日
本
国
大
使
館
、
在
イ
タ
リ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ウ
ク

ラ
イ
ナ
日
本
国
大
使
館
、
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
日
本
国
大
使
館
、
在
英
国
日
本
国
大
使
館
、
在
オ
ー
ス
ト
リ
ア
日
本
国
大
使

二



館
、
在
オ
ラ
ン
ダ
日
本
国
大
使
館
、
在
ギ
リ
シ
ャ
日
本
国
大
使
館
、
在
ク
ロ
ア
チ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ス
イ
ス
日
本
国
大

使
館
、
在
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
日
本
国
大
使
館
、
在
ス
ペ
イ
ン
日
本
国
大
使
館
、
在
ス
ロ
バ
キ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ス
ロ
ベ
ニ

ア
日
本
国
大
使
館
、
在
セ
ル
ビ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
チ
ェ
コ
日
本
国
大
使
館
、
在
デ
ン
マ
ー
ク
日
本
国
大
使
館
、
在
ド
イ

ツ
日
本
国
大
使
館
、
在
ノ
ル
ウ
ェ
ー
日
本
国
大
使
館
、
在
バ
チ
カ
ン
日
本
国
大
使
館
、
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
日
本
国
大
使
館
、
在

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
日
本
国
大
使
館
、
在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
、
在
ブ
ル
ガ
リ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ベ
ル
ギ
ー
日
本
国
大

使
館
、
在
ポ
ー
ラ
ン
ド
日
本
国
大
使
館
、
在
ポ
ル
ト
ガ
ル
日
本
国
大
使
館
、
在
ル
ー
マ
ニ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ル
ク
セ
ン

ブ
ル
ク
日
本
国
大
使
館
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
日
本
国
大
使
館
、
在
イ
エ
メ
ン
日
本
国
大
使

館
、
在
イ
ス
ラ
エ
ル
日
本
国
大
使
館
、
在
オ
マ
ー
ン
日
本
国
大
使
館
、
在
カ
タ
ー
ル
日
本
国
大
使
館
、
在
ト
ル
コ
日
本
国
大

使
館
、
在
バ
ー
レ
ー
ン
日
本
国
大
使
館
、
在
ヨ
ル
ダ
ン
日
本
国
大
使
館
、
在
レ
バ
ノ
ン
日
本
国
大
使
館
、
在
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

日
本
国
大
使
館
、
在
エ
ジ
プ
ト
日
本
国
大
使
館
、
在
エ
チ
オ
ピ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ケ
ニ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ザ
ン
ビ

ア
日
本
国
大
使
館
、
在
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
日
本
国
大
使
館
、
在
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
日
本
国
大
使
館
、
在
リ
ビ
ア
日
本
国
大
使

館
、
国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
、
在
ウ
ィ
ー
ン
国
際
機
関
日
本
政
府
代
表
部
、
在
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
国
際
機
関
日
本
政
府
代
表

部
、
軍
縮
会
議
日
本
政
府
代
表
部
、
経
済
協
力
開
発
機
構
日
本
政
府
代
表
部
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
日
本
政
府
代

三



表
部
及
び
欧
州
連
合
日
本
政
府
代
表
部
の
公
邸
に
お
い
て
公
的
会
食
業
務
に
従
事
す
る
公
邸
料
理
人
に
対
し
て
公
用
旅
券
が

発
給
さ
れ
た
。

五
及
び
七
に
つ
い
て

公
邸
料
理
人
に
対
し
て
、
国
が
支
給
す
る
ご
指
摘
の
よ
う
な
手
当
は
な
い
。

六
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
十
月
一
日
現
在
、
特
命
全
権
大
使
公
邸
に
お
い
て
公
的
会
食
業
務
に
従
事
す
る
公
邸
料
理
人
の
う
ち
、
在
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
ラ
オ
ス
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在

ボ
リ
ビ
ア
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
イ
ラ
ン
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
ク

ウ
ェ
ー
ト
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
シ
リ
ア
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在

ア
ン
ゴ
ラ
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
ウ
ガ
ン
ダ
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
ガ
ー
ナ
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
ガ
ボ
ン

日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
ス
ー
ダ
ン
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
セ
ネ
ガ
ル
日
本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
チ
ュ
ニ
ジ
ア
日

本
国
大
使
館
に
一
名
、
在
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
日
本
国
大
使
館
に
一
名
及
び
在
モ
ロ
ッ
コ
日
本
国
大
使
館
に
一
名
の
公
邸
料
理
人

が
タ
イ
王
国
の
国
籍
を
、
在
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
日
本
国
大
使
館
に
一
名
の
公
邸
料
理
人
が
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
共
和
国
の
国
籍

四



を
、
在
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
日
本
国
大
使
館
に
一
名
の
公
邸
料
理
人
が
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
予
算
項
目
は
、
諸
謝
金
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

財
務
省
と
し
て
は
、
公
的
会
食
業
務
は
、
我
が
国
の
外
交
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
在
外
公
館

に
お
い
て
こ
れ
に
従
事
す
る
公
邸
料
理
人
に
対
し
て
給
与
補
助
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。五


